
「環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令（案）」 

に対する意見募集（パブリックコメント）について 

 

                      令 和 ８ 年 ７ 月 ６ 日 （ 月 ） 

環境省環境再生・資源循環局 

廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室 

 

 

１．意見募集の趣旨、目的及び背景  

戸籍法施行規則の一部を改正する省令（令和７年法務省令第９号）により、戸籍

法施行規則（昭和 22年司法省令第 94号）に第 36条の２が新設され、戸籍に国籍を

記載することとされている場合において、同条各号に掲げる地域の法を本国法とす

る者が届出をするときは、当該地域を戸籍に記載することとされました。 

これに合わせて、日本国籍を有しない者については、浄化槽管理士の免状申請等

において、当該地域を含めた国籍等を記載することとする等、環境省関係浄化槽法

施行規則（昭和 59年厚生省令第 17号）について、所要の改正を行うものです。 

つきましては、広く国民の皆様から御意見を頂きたく、以下の要領で意見の募集

をします。 

 

２．意見募集の対象 

環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令（案） 

 

３．意見募集期間（意見募集開始日及び終了日） 

令和８年７月６日（月）から令和８年８月４日（火）まで 

 

４．資料入手方法  

①インターネットによる閲覧 

電子政府の総合窓口［e-Gov］ 

②郵送による送付 

郵送による送付を希望される方は、110円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便

番号、住所及び氏名を明記した返信用封筒（定型封筒）を同封の上、「環境省関係

浄化槽法施行規則の一部を改正する省令（案）『関係資料希望』」と封筒表面に明

記し、下記「７.問合せ先」まで送付してください。 

切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますの

で、あらかじめ御了承願います。 

 

５．意見提出方法 

次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。 

（１）電子政府の総合窓口「e-Gov」を利用する場合 

電子政府の総合窓口「e-Gov」の意見提出フォームから御提出ください。 

「環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令（案）」について、広く国

民の皆様から御意見を募集するため、令和８年７月６日（月）から令和８年８月 

４日（火）までの間、意見の募集（パブリックコメント）を行います。 



※2000文字を超える場合は、その他の方法により提出してください。 

（２）電子メールを利用する場合 

メールアドレス：hairi-jokaso@env.go.jp 

環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室 宛 

件名には、必ず「パブリックコメント意見」と記入してください。 

文字化け等を防ぐため、半角カナ、丸数字、特殊文字は使用しないでください。 

添付ファイルではなく、メール本文に御意見を記載してください。 

（３）郵送の場合 

〒100－8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室 宛 

（４）ＦＡＸの場合 

ＦＡＸ番号：03-3593-8263 

環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室 宛 

 

 

６．その他 

皆様から頂いた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていた

だきます。 

なお、頂いた御意見についての個別の回答は致しかねますので、あらかじめ、そ

の旨を御了承ください。 

御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関す

る事項を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。た

だし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある

場合及び個人・法人等の財産権等を害する恐れがあると判断される場合には、公表

の際に当該箇所を伏せさせていただきます。 

御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、

御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見

公募に関する業務にのみ利用させていただきます。 

御提出いただきました御意見等については、環境省の担当課室で共有させていた

［意見提出様式］ 
環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室 宛 
 
『環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令（案）』に対する意見 

 
氏名： 
会社名／部署名： 
住所： 
電話番号： 
電子メールアドレス： 
意見： 



だきます。 

 

７．問合せ先 

〒100－8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

環境省 環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室 

   担当 中山、天目石 TEL: 03-5501-3155（直通） 
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